




緑化重点地区

緑化重点地区

取組みの成果

12.6㎡/人（令和3年度末時点）

335団体（令和3年度末時点）

■　市民一人当たりの公園面積

■　緑化活動団体数
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【緑化重点地区】 

１．緑化重点地区とは 

   都市計画法第 4 条において、「重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区」と

して、緑の基本計画に定めることができる地区です。 

 ２．緑化重点地区指定区域 

   緑化重点地区は、下記の区域を対象とします。 

  ①新潟都心地域緑化重点地区（令和 4年 7月指定） 

   この地区は、新潟駅から萬代橋、古町を含む、都市のシンボルとなる地区であり、

都心のまちづくりの中心であるにいがた 2㎞区域でもあります。当該エリアは特に

緑が少ないほか、令和 3 年 9 月に都市再生緊急整備地域に指定されたことにより、

再開発事業やビルの建て替えなど、大きく変わろうとしている区域です。 

官民連携したまちづくりによる緑豊かな都市空間の創出のため、様々な緑化施策

を重点的に取り組みます。 

   指定区域は、都市再生緊急整備地域と同じ区域とします。 

■新潟都心地域緑化重点地区区域図 
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３）基本方針と方策一覧 

基本方針の内容を整理するとともに、その基本的な方向性として12の方策のターゲットを示します。 

表：6つの基本方針と12の方策 

 基本方針（6） キーワード 方策（12） 具体的なターゲット 

1 

【水と緑のネットワーク】

まちを包み込む多様な水と緑を

保全、活用します

○都市の構造や輪郭を形成する里山、海岸や河川、潟などのみどり（み

どりの拠点と軸）

○住宅地を取り囲む農地（水田・畑）の環境保全機能

○田園都市を形成する景観資源としての農地

①新潟市を特徴づける水と緑の骨

格の保全、活用

・日本海（みなと）、信濃川、阿賀野川、湖沼、角田山・多宝山やにいつ丘陵の里山など、本市を特徴づける場における緑
の保全・創出と発信 

・都心にあって、田園都市としてのイメージを与える景観資源としての農地の保全 
・食料供給地、一次産業活動の場となる広大な農用地、チューリップをはじめとした花卉生産の場の保全 

○骨格的な拠点・軸を相互に連携するみどり

○多様な生態系の連なりを形づくるみどり
②水と緑のネットワークの形成

・山から海へ連なる河川・水辺のネットワークの形成 
・豊かなみどり資源を維持・向上させる水資源の安定と安全を確保する里山や河川の緑の保全 
・まちや集落を結ぶ街路樹ネットワークの形成 
・高速道路やバイパスの道路法面や鉄道敷などの緑化によるみどりの連なりを創出するネットワークの形成 

2 

【個性ある政令市】

新潟市の歴史・個性、魅力をみ

どりで演出します

○観光、歴史、文化を活かした、個性あるまちを演出するみどり

○緑豊かでゆとりと潤いのある都市環境を創出
③みどりによる交流空間づくり

・都心やまちなかなど、新潟市や各区を代表する空間における緑の演出（緑化重点地区）
・駅・港・新潟空港など都市の玄関口となる場所における緑の演出 
・幹線道路の沿道景観の演出、主要交差点や橋梁部など景観変化点における緑視の向上 
・道路と沿道敷地が一体となった空間における緑の創出（民有地の接道部の緑化、商業業務ビルの公開空地）による緑視の
向上 

・歴史を活かした水と緑による魅力ある都市空間の形成 
・公共公益施設及び周辺の土地建物が一体となった緑あふれる都市空間の形成 
・多くの人が交流する施設の敷地内及び周辺の緑化 

3 

【身近な空間のみどり】

生活の舞台となる身近な空間に

みどりを創出します

○住居地域における、民有地と公有地が接する空間にみどりを創出

○四季の変化を実感できる快適な生活環境の創出、保全
④みどりによる生活空間づくり

・生垣設置の推進を行うことにより緑のまちなみを形成 
・区画整理事業の際、道路（街路樹）、公園などの緑化と緑地協定の締結を推進 
・道路と沿道敷地が一体となった空間における緑の創出（道路緑化、民有地の接道部の緑化、）による緑視の向上 
・都市における限られた土地を緑で覆う、屋上・壁面緑化を推進（緑化重点地区）
・まちにおける美観風景維持を図るため、保存樹・保存樹林として指定の促進を図る 
・小規模ながら多様な自然性を保つ社寺・屋敷林などの民有地の緑の保全・活用（市民緑地など） 

4 

【公園緑地】

潤いとやすらぎをもたらし、生

活を豊かにするレクリエーショ

ンの場を創出します

○歩いて公園にいけるまち

○商業業務空間の魅力を高めるオープンスペース

○みどりあふれる豊かなまち（緑被率の向上）

⑤身近な公園・緑地の確保
・適正な都市公園の配置による量的充足 
・商業業務空間における小公園・緑地空間の創出 
・借地公園の推進 

○地域の特徴（ロケーション）に応じた緑地空間の整備

○利用者のニーズ、リクエストに応じた個性・機能の創出
⑥特徴のある公園・緑地の創出

・公園機能の充実（レクリエーションなど特定の用途に特化した空間整備） 
・時節に応じた変化や魅力を感じさせる公園・緑地の創出 
・都市を代表する、顔となる公園（都市の個性とイメージをPRする公園）の整備 

○都市住民のレクリエーションの場としての水辺空間
⑦河川・海岸など水辺のみどりの保

全・活用

・都市住民の親水空間としての水辺（生活に潤いと安らぎを与える水辺空間）の保全・活用・創出 
・イベントやレクリエーション空間としての河川及び海岸緑地の保全・活用 

○将来にわたり利用可能な公園緑地 ⑧公園・緑地の良好な維持管理
・公園緑地の効果的、効率的な維持管理の検討・推進 
・公園施設長寿命化計画の策定 
・公園の再整備 

5 

【安心・安全】

安心・安全や環境への配慮に関

するみどりの機能強化を図りま

す

○避難地としての公園・緑地

○避難路としてのみどり空間

○防災活動の場としての公園・緑地

⑨災害に強い都市のためのみどり

の配置

・一時避難場所及び広域避難場所としての適正な都市公園の配置 
・延焼遮断など、災害時の避難路としての機能を強化するための道路緑化の推進 
・広域的な防災活動拠点として機能する公園緑地の配置 
・公園利用者の安全を確保するため防犯性の高い公園緑地の推進 

○生活環境の悪化を防止する・緩和するみどり

○地球環境保全に資するみどり

⑩環境にやさしい都市のためのみ

どりの保全・創出

・騒音や大気汚染、水質汚濁など生活環境悪化を緩和するみどりの保全・創出（緩衝緑地など） 
・二酸化炭素吸収源としてのみどりの保全・創出 
・野生生物の生育、生息地を確保するためのみどりの保全・創出 

6 

【市民との協働】

市民と協働で進めるみどりのま

ちづくりを目指します

○みどりに対する意識醸成

○知識・見識の向上

○花育活動の推進

⑪みどりを守り育てる心を育む
・市民のみどりに対する意識の醸成 
・緑化の知識、見識を高める取組み 
・都市緑化に関する情報発信 

○参加・協働

○役割分担

○発展的かつ柔軟的なしくみ、制度づくり

⑫市民との協働によるみどりのま

ちづくり

・市民参画による緑化推進とみどりの維持管理 
・交流の場・空間としての公園緑地の利活用 
・緑化推進やみどりの維持管理に関する各種制度、しくみづくり 








